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１　はじめに

　社会学と実践現場との対話。そこにどのよう

な可能性があるのだろうか。これは、社会学的

知と言語を用いて現実社会を分析する社会学に

とって普遍的なテーマである。

　医療現場での濃密な聞き取り調査の成果であ

る本書にも、「臨床現場との対話」という明確

な役割が与えられている。社会学は臨床現場に

いかに語りかけるのか。そして臨床現場にとっ

て社会学とは何なのか。この点を明らかにすべ

く、冒頭で著者は両者の観点の相違をこう説明

する。臨床現場と社会学は「WHAT」（問題は

そもそも何か）と、「HOW」（現状改善のため

にどうすればいいか）に対する志向性において

異なっている（6）。目前の問題を解決しなく

てはならない医療専門職は、問題を直接に解決

できそうな HOWをまず考え、そこからWHAT

を導き出す傾向にある。他方、社会学者は直近

の HOW にこだわらなくてもいい。その社会学

者の役目とは、「WHAT そのものを再考するこ

と」（11）によって、これまで論じられてこな

かった HOW を発見することにある。このよう

な作業によって、「目前の現状改善だけでなく、

遠くを見据えた改革の道筋を見出すことが可能

になる」（12）、と。しかし、著者は急いで付

け加える。現場の医療専門職はWHAT と HOW

を「わかっていない」わけではなく、誰よりも

よく「わかっている」（13）。いうまでもなく社

会学の発見は、現場の人々の聞き取り調査から

浮かび上がってくるものなのだから。社会学者

の仕事とは、それらを体系的・論理的にまとめ

ることである（13）。

　では現在、医療現場においてどのような

WHAT と HOW の探究が必要とされているのだ

ろうか。それが本書のタイトルである「ケア」

をめぐる諸問題を解決することである。著者は

本書で、医療現場において「ケア」を困難にし

ている根本的問題（WHAT）を明らかにし、少

しでも「ケア」が持続しうるための方策（HOW）
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を見つけることを自らの課題として引き受け

る。では、「ケアの持続」（3）という観点から

みたとき医療制度はどのような問題を抱えてい

るのか。そしてそもそもなぜ医療において「ケ

ア」が問われなければならないのか。本書では

これらの論点に関して、説得力のある分析が展

開されているだろうか。本稿では医療とケアの

関係をめぐる本書の分析の意義とその問題点を

明らかにしていきたい 1。

２　本書の射程

 まず本節では、本書の記述にそって著者の分

析を確認してみたい 2。

２－１　「仮説」としてのWHAT

　読者はどのような視点で本書を読む（ことが

できる）のか。本書の構成から考えてみよう。

上述したように、著者によれば社会学は「WHAT

を根本的に問い直し、そこから HOW を導き出

す」という作業をおこなう。この主張に沿って

著者は、第 1 章・第 2 章で WHAT を提示した

うえで、第 3 章・第 4 章の事例分析で HOWを

探求する。つまり、WHAT は事例分析の前に、

あらかじめ設定される（WHAT → HOW）。

　一方で、読者にとってあらかじめ設定され

たWHAT はあくまで「仮説」であり、事例分

析をとおしてWHAT の意義は検証される。著

者も述べているように、現場からしか HOW も

WHAT も見えてこないのだから、本来WHAT

も事例分析をとおして事後的に明らかになるも

のなのだ。

　これらの WHAT と HOW の言語化は、現場

にどのような意義をもたらすのか。臨床現場と

の対話を目指す本書にとって重要な検討課題で

ある。しかし、その前に考えなければならない

のは、著者がとらえたWHAT の妥当性である。

著者が提示する HOW が有効だとすればそれは

WHAT が適切であるからだ。よって、読者は事

例分析に入る前にまず著者がWHAT をいかに

とらえているのか、きちんと読みとる必要があ

る。まず著者のWHAT認識を読み解いていこう。

２－２　ケアをめぐる根本的問題

　著者がとらえた根本的問題 WHAT は、終章

で以下のようにまとめられている。

　医療もケアの一部である以上、患者の「生」

の固有性を軽視してはならない。特に近年の

ように医療化が進展する中、患者の「生」が

より深く医療に関わるようになったため、患

者の「生」の固有性を重視する必要性はます

ます高まっている。医療専門職のような対人

専門職制度は、「生」の固有性の重視と、働

きかけの持続という二つの要請に、一定程度

応えた制度である。だが、医療専門職は医療

専門職として社会化される過程で、自らのな

すべきこと／できることについて限定された

職業イメージ──本書ではそれを限定性と呼

んだ──を形成している。それは患者の「生」

の固有性に向き合おうとする際には「壁」と

なりうる。そうした中で、医療専門職が自ら

の限定性を乗り越え、患者の「生」の固有性

に開かれること、これが今日求められている

ことである。（238-9）［下線引用者］

　さて、このWHAT は具体的にどのようなこ

とを意味するのか。まず重要なのは、本書の

WHAT は、医療・看護だけに限定されない「ケア」

一般の問題群であるとされていることだ。序章

で著者は「ケア」を以下のように定義している。
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　本書ではケアを、他者の「生」を支えよう

とする働きかけの総称である、とまずは捉え

ておくことにしたい。身近な人々であれ、見

知らぬ人々であれ、職業的に関わるクライア

ントであれ、自らの関わる他者の「生」を支

えようとする働きかけをケアという。これは

いわゆる動機による定義ではなく、志向性に

よる定義である。働きかけの背景にあるのが

自己陶酔や自己満足、利己心、金銭的報酬で

あったとしてもそれは問題とせず、ただ他者

の「生」を支えることを志向する働きかけを

もって、ケアと呼ぶことにしよう。（2）

　本書の主題は、医療現場に限定されない、他

者の「生」を支えようとする働きかけ＝「ケ

ア」一般の問題群である。この主張に説得力を

与えるべく、著者は第 1 章（「他者の「生」を

支えようとすること」）で阪神大震災のボラン

ティアの事例をとおして「ケア」をめぐる問題

WHAT を提示し、第 2 章（「キュアからケアへ」）

でそのWHAT を医療の文脈に位置づけるとい

う作業をおこなう。

　著者が震災ボランティアの事例で発見した

「ケアの困難さ」とは、「持続性」と「『生』の

固有性」の二つであったという。そこから「『生』

の固有性」を軽視せず、かつ「持続可能なケ

ア」の二つが「望ましいケア」のあり方であ

ると著者は考える（24-30）。では「『生』の固

有性」とは何を意味しているのか。著者によれ

ばそれは第一に、ある人の「生」は「その人の

身体的・経済的状況、生活のあり方、それへの

意味づけの仕方などが渾然一体となって形成し

て」（26）いるものであり、「同じ経験であっ

ても、そのもつ意味は人によって異なる」（24）

こと、第二に「『生』の固有性」はある特定の

局面で浮かび上がり焦点化されるものであり、

日常の仕事や買い物においては焦点化されえな

くても、被災や病気などなど「生」に大きく影

響する局面でこそ浮上してくることを意味して

いる（26）。また「持続的なケア」は、「一人の

人に対して行われるケアが単発的なだけでなく

持続的であった方が望ましいことが多い」（29）

ことや「ケアを必要とする人は複数いる」（29）

ことから必要とされているという。

　そして本書で争点となるのが、このような「ケ

ア」の困難さに対応するべく制度化されてきた

「対人専門職制度」に内在する限界である。対

人専門職制度は、「生」の固有性と持続性とい

う「ケア」をめぐる困難な課題に対して個別対

応を専従的に行い、また対象者に必要なのは何

かを規定する能力を有する（とされる）主体を

制度的に再生産してきたが、著者によれば、こ

の制度はケアの持続という問いに対して十分に

応えられていない（32）。なぜなら、対人専門

職は、専門職としての「ある職業イメージを身

体化することによって、しばしば対象者と向き

合う際に、自らのなすべきこと／できることを

限定して」（34）しまうという「壁」に直面す

るからである。 

　著者によれば、対人専門職ゆえに直面する「限

定性」の問題はケアの制度化
4 4 4

によっては解決し

ない。「対人専門職が限界に直面することがな

くなるわけではない」（40）のだから。よって「限

界に直面したときに限定性を乗り越える契機」

を生み出すことによって「少しでも多くの機会

においてケアが行われる可能性を高め」、「とき

に揺り戻しや停滞がありつつも、少しずつ一定

の方向へ向けて進んでいく」という「ケアの持

続」（40）の可能性を探究することこそ、有効
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な試みであると著者は述べる。

　以上が第 1 章で提示される議論の大枠であ

る。「『生』の固有性」と持続性を保障する「ケ

ア」。この二つを両立させるための制度である

対人専門職制度は、専門職が職業イメージによ

って観点を限定してしまうという限界を乗り越

えるものではない。これが著者の「ケア」をめ

ぐるWHAT 認識である。

　第 2 章ではこのWHAT は、医療における「キ

ュアからケアへ」の転換という文脈に位置づけ

られる。著者によれば「キュアからケアへ」の

転換とは、「近代医療制度のあり方がキュア（＝

治療）中心になっていたのに対して、ケア（＝

「生」を支えようとする働きかけ）へと医療を

転換していこう」（45）とするものである。で

は医療専門職と患者の関係性で何を転換する

ことが求められているのか。著者はこの点を

1950 年代から 1970 年代の医療化の進展に伴

う慢性期患者と「病院死」の増大という文脈か

ら説明する（48-50）。医療化の進展によって今

日、医療専門職は患者の「生」の固有性に関わ

らざるをえなくなったが、そこで患者の「生」

の固有性に比して医療専門職の観点が限定され

ているという事態が問題化されはじめた。著者

によれば、医療の「キュアからケアへ」という

テーゼが問題化してきたのもこの「限定性」と

いう論点であった。そして従来の社会学の「医

療専門職論」や臨床現場が探究してきた「ケア

論」もこの「限定性」問題に取り組んできたが、

これらは有効な解を示してこなかった。　

　では、医療専門職論にはどのような限界があ

ったのか。著者はこう述べる。医療の不確実性

ゆえに医療専門職が職務責任を限定することが

必要だとしたタルコット・パーソンズの限界

は、医療専門職と患者との間ではニーズについ

て一定の了解が成立しているはずだと考えてい

たことにあった（61）。医師が考えるニーズに

は含まれていないことでも、患者からすればニ

ーズと思えることが多々あることを認識してい

なかったのだ。一方でこうした視点からパーソ

ンズを批判したフリードソンは単に医療専門職

を批判するという立場にとどまっていた。著者

によればこれらの専門職論の限界を乗り越える

には、患者の「生」の固有性へと開かれるため

に何が必要になるかが探求されなければならな

い。そこで本書では、彼らのように医療専門職

と患者との相互行為を制度を「再生産」するも

のと捉える認識から脱却し、相互行為が制度

を変容させていく可能性に着目すると述べる

（63）。

　他方、臨床現場が提起してきた HOW として

「ケア技法論」や「ケア倫理論」の限界を著者

はこう述べる。まず、拡大された様々な技法を

全て身につければケアができるのであり、「技

法が欠如していればケアにおいても『劣位』な

はずだ」（68）とする「ケア技法論」は、専門

職ゆえに観点が限定されているという事態を十

分に認識していない。他方、ただ自らの観点を

「無」くして他者を受け容れればいいとする「ケ

ア倫理論」は、パーソンズが危惧した医療専門

職が抱える心理的負担を理解しておらず、「ケ

ア倫理論」が医療専門職への過剰な倫理的期待

へと転化する危険性を認識していない（73-5）。

さらにこれらの「ケア論」は、「あくまでも他

者である患者との関わりの中で、一人の主体と

しての医療専門職が患者の『生』の固有性にど

う向き合おうとするのか」（76-7）を探求する

視点が欠けていた。すなわち「ケア技法論」は、

「ケア」における相互行為過程を医療専門職の

側の主体性に回収してしまったし、「ケア倫理
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論」は他者としての患者を重視するあまり、そ

れ自体独自の主体でもある医療専門職を軽視し

てしまった（76）。著者は、医療専門職と患者

の「相互行為」に着目する本書の分析はこのよ

うな限界を乗り越えるものだと主張する。

　さて、以上は医療専門職と患者の関係をめぐ

る議論であるが、「生」の固有性に開かれた「ケ

ア」への転換のためには医療専門職間の関係の

変化も求められている。本書ではこの問題につ

いても検討される。現在病院内の分業の進行に

よってそれぞれの医療専門職が患者の「生」の

異なる側面を認識しているが、看護職やコ－メ

ディカルの問題提起は医師によって無視されて

しまっているのが現状だ（79）。こうした状況

を改善するためにこれまで医療専門職間に「平

等な」関係を作ろうとする「平等モデル」が

提示されてきたが、著者によればこのモデルは

「各医療専門職の関係」が「あたかも常に平等

でなければならないかのような」視点に立って

いる点で「感覚的」であるという（80）。そこ

で、著者は「平等モデル」に対する批判をおこ

なったフリードソンの「階層制論」に一定の意

義を認める。これは、医療専門職間には医師が

圧倒的に上位に位置するという法律上の階層制

hierarchy が存在する以上、各医療専門職が「平

等」になることは不可能だという議論である

（81）。しかし著者によれば、フリードソンの議

論は、「法律上」の階層性と臨床現場の関係性

を同一視している点に限界がある。そこで著者

は、「平等モデル」を発展させたモデルとして

「自律性」という観点から、医療専門職間の関

係を変容させるような方向性を模索する 3。そ

れは、現状の「医師の支配的自律性 dominant 

autonomy」（85）が成立している状況から、看

護職やコ－メディカルもが自律性を獲得できる

関係性の構築への移行である。注意したいのは、

この際に著者は法律上の階層性には踏み込んで

いないことである。著者は法律上の階層性が存

在する以上、文字通りの「平等」は達成できな

いとする。しかしそれでも「医師の支配的自律

性が崩される可能性があるとしたら、それはど

のような意味においてであり、いかにしてなの

か」（86）を明らかにするのが、著者の立場だ

としている。

　以上が著者のとらえる今日の医療現場が抱え

る問題WHAT であり、そこからみた従来の医

療専門職論やケア論の限界である。「限定性」

問題は、従来の医療社会学やケア論においても

注目されてきた問題である。しかし、これらの

議論のWHAT 認識は不十分であったため、十

分な解法HOWを導きだすことができなかった。

あらためてWHAT を問い直した上で、HOW を

導き出すべきだ。第 2 章で著者は力強く主張す

る。

２－３　「生」の固有性に開かれたケアの可能

性

　では、WHAT に対応するあらたな HOW とは

どのようなものか。これが明らかにされるのが、

第 3 章（「その人らしさを生かすために――看

護職による患者への働きかけ」）と第 4 章（「ケ

アを支える医療専門職間関係」）の事例分析で

ある。事例分析に対する詳しい検討は後にして、

ここでは著者が発見した HOW の内容を簡潔に

みておこう。

　第 3 章で提示されるのが対患者関係におい

て医療専門職個人に要求される「戦略的限定

化」「ニーズの中間的了解」という HOW であ

る。前者は医療専門職が「自らが何をなすべき

／できるかを自ら決断し、『制度的に定められ
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た限定性』ではなく、各医療専門職が主体的に

問い直す」（240）こと。後者は「患者の問題

群について、ニーズでありつつニーズでないか

もしれないという、いわばある種の曖昧さを残

すような」看護職の了解の仕方であるとされる

（240）。

　一方第 4 章では、各医療専門職の望ましい

関係性として「相補的自律性 complementary 

autonomy」という HOWが提示される。これは、

医療専門職が他の医療専門職との間で問題提起

を行い合い、技法や観点を問い直す「相互依存」

関係を築くことで、同時にそれぞれが自律性を

獲得している状態をさす（212-3）。医師と看護

職は常に「平等」である必要はないが、相補的

自律性を獲得することで「看護職が捉えた患者

のニーズを、看護職の職務と医師のそれとが重

なる局面で医師に対して問題提起でき」「医師

がそれを積極的に認めること」（241）ができ

る状態が望ましいと著者は述べる。

　さて、以上が本書で提示される WHAT と

HOW である。これらの分析からは、徹底的に

「生」の固有性にこだわり、そこから「ケア」

の可能性を切り開いていこうという著者のスタ

ンスがよくわかる。医療における「キュアから

ケアへ」というテーゼの内実とは何かを問い直

し、そこからみえてきたものが、患者の「生」

の固有性に開かれる「ケア」の重要性であった。

本稿では、このような著者の問題意識を共有し

たうえで、本書の分析の妥当性について検討し

ていきたい 4。著者の議論は、この「生」の固

有性からみた「ケア」の問題群を適切にとらえ、

それへの解法を適切に示しているだろうか。ま

ず、3 節・4 節では、著者のWHAT 認識におけ

る「ケア」と「限定性」概念について、概念の

混乱を指摘し著者の分析の誤りを指摘する。5

節では、WHAT の意義を後半の HOW をめぐる

分析の内容との関連から問い直す。ここでは医

療現場におけるWHAT を「看護」という事例

に持ち込むことの問題点を考えてみたい。

3．「キュアからケアへ」における「ケア」

　先にみたように著者は本書の試みを医療にお

ける「キュアからケアへ」の転換の一翼を担う

ものとして位置づけており、WHAT も「ケア」

を主題としたときに浮上するものである。

　では、「キュアからケアへ」というテーゼで

要求されている「ケア」とは何なのか。これを

明らかにすることが、本書の重要な作業のひと

つであろう。しかし以下でみるように本書の「ケ

ア」の定義からはこのことが十分に読みとれな

い。著者が何をもって「ケア」と呼ぶのか、記

述に揺れがありその基準が明確になっていない

のである。

　問題は序章の「ケア」の定義にある。著者は

ケアを「他者の『生』を支えようとする働きか

け」（2）として定義したうえで、「ケアの持続」

を本書の目的として掲げる（2）（41）。では、「ケ

アの持続」とは何か。著者は「ケアの持続」と

は、「ケアがなされる可能性を少しでも拡大す

る」（40）ことだと述べる。では、何をもって「ケ

アがなされる」と言えるのか。序章の定義に従

えば、ケアとは「他者の『生』を支えようとす

る働き」であり、たとえ働きかけの背景にある

のが自己満足であっても
4 4 4 4 4 4 4 4 4

、それは「ケア」であ

るとされる（2）。　

　しかし本書が探求しているのは、このような

「ケア」と「ケアの持続」なのだろうか。そう

ではない。「『生』の固有性を軽視しない」働き

かけこそが著者のいう「ケア」なのであろう。
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そして、「ケアの持続」とは、「生」の固有性に

開かれていくために専門職が限定性を乗り越え

る可能性を継続的に担保することを意味してい

る。このような「ケア」と「ケアの持続」が「キ

ュアからケアへ」の転換において医療に要求さ

れている。これが著者の認識ではないのか。　

　「他者の『生』を支えようとする働きかけ」

と「『生』の固有性を軽視しない働きかけ」。両

者は一見同じようにみえるが、本書の意図に従

えば、両者は区別されなければならないのでは

ないだろうか。なぜなら、著者自身も述べてい

るように、治療に焦点をあててきた医療も、「生」

を支えることを原理としたものであり「医療は

常にケア̶̶他者の「生」を支えようとする働

きかけ̶̶の一部であった」（47）。すなわち、

従来の医療も「他者の『生』を支えようとする

働きかけ」であったのだ。では、なぜあえて「キ

ュア」でなく「ケア」が要求されたのか。そし

てなぜ「ケアの困難さ」が問われるようになっ

たのか。この点に関して著者の説明は十分では

ない。

　評者なりに本書の含意を言語化してみよう。

「キュアからケアへ」のテーゼにおいて求めら

れているのは、医療専門職が「疾患の治療」以

外に関心を拡大するという変化だけではなく、

「『生』を支える働きかけ」の内実の変化である。

医療専門職が「よい」とみなす働きかけが、必

ずしも患者にとっては「よい」ものではない 5。

医療専門職の主観において「他者の『生』を支

えよう」としているだけではなく、患者が「支

えられている」と感じる働きかけが必要だ。あ

くまでも、自己陶酔や自己満足的な働きかけで

あってはならない。「ケア」概念が必要とされ

た背景には、こうした認識の転換があったので

はなかろうか。そして本書の目的も「患者にと

ってよいもの」であるべき「ケア」を可能にす

る HOWを発見することにある 6。

　もちろん「ケア」の用い方をめぐる混乱は、

「ケア」という概念の複雑さに起因する。たと

えば、「ケアする」という表現はケア提供者の

志向性を表現しているが、「ケアされる」もし

くは「ケアの困難さ」というときには、「受け

手にとってよいもの」が意味されている。前者

のケアが、受け手にとって「悪いケア」に転化

する可能性を伴っているのに対し、後者の「ケ

ア」は直接受け手にとって「望ましいケア」「よ

いケア」を指している。前者は「働きかけ」と

いう記述的な意味、後者は規範的な意味と言い

換えることができる7。つまり、著者の序章の「ケ

ア」の定義は、前者のほうを指していたとも考

えられる。

　いずれにせよ、このような「ケア」概念の性

格を明らかにしたうえで、本書の目指している

「ケア」を定義しなければ、「生」の固有性に焦

点をあてた本書の意義が半減されてしまう。本

書が目指している「ケア」とは、決して医療専

門職が独善的にとらえる「ケア」ではなく、患

者が「『生』を支えられている」と感じるよう

な「ケア」である。だからこそ著者は「ケアす

ること」の困難さを直視し、それへの解決策を

模索しているのだ。

４　「限定性」とは何か

 次に本書の主要概念のひとつである「限定性」

について考えてみたい。著者は WHAT でこう

主張する。「『生』の固有性に開かれた」ケアの

ために、専門職の「限定性」の乗り越えが必要

だ。専門職であるがゆえに「ケア」に失敗して

しまう。こうした事態を直視し、それを乗り越
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える可能性を模索するという本書の試みは非常

に重要であろう。しかし本書では「限定性」の

意味内容が一貫していない。これが如実に表れ

ているのは、以下の一節である。著者は「限定

性を無くしてはならない」が「乗り越えるべき

だ」と述べる。

　ただ観点の限定性を無くせばいいわけでは

ない。無くすのとは別のあり方──第一章で

はそれを「乗り越え」と呼んだが──を求め

なくてはならないのである。（59）［下線引用

者］

　この「限定性は乗りこえなければならないが、

限定性を無くしてはならない」という主張は理

解に苦しむ。実は、本書の「限定性」には異な

る二つの意味がこめられており、これがこの混

乱の原因だと考えられる。著者の「限定性」の

定義をめぐる記述から考えてみよう。

　最初に「限定性」が登場するのは、阪神大

震災ボランティアに参加したＰ氏の事例である

（16-23）。特別養護老人ホームの対人専門職で

あったＰ氏は、災害弱者を救うため要介護老人

の二次避難所を開設したが、その際に対人専門

職として身につけてきた観点に従って対象を要

介護老人に限定した。しかし、この活動は「壁」

にぶちあたった。独居老人は「遠くの施設はい

やだ」という理由で、老人夫婦は「別れたくな

い」という理由で、避難所に行くことを断った。

このことは、Ｐ氏が活動を見直していく契機と

なったという（21-2）。著者はこの事例を、以

下のように分析する。

 ［P 氏は］特別養護老人ホームで働く中から

身につけた「専門性」に従っていたのである。

だが、避難所や仮設住宅という場は施設とい

う場とは異なり、被災者はその「生」の固有

性を顕わにした。そこでは 、施設内での日

常的な相互行為を通して形成した職業イメー

ジが、「壁」として立ち現れてしまったので

ある…これを本書では限定性 specificity と呼

ぶことにしよう。（33-4）

　著者のこの分析は、以下のような WHAT 認

識に結びついている。

　医療専門職は医療専門職として社会化され

る過程で、自らのなすべきこと／できること

について限定された職業イメージ──本書で

はそれを限定性と呼んだ──を形成してい

る。（238-9）

　

　ここで著者は 「限定性」を「対人専門職を拘

束する職業イメージ」（34）という意味で使っ

ている。専門性に沿って職務内容を限定してし

まうことで、「生」に開かれた「ケア」ができない。

これは医療専門職と患者の関係においても同様

であり、専門性に従って職務内容を限定するこ

とをやめなければならない。このような限定性

の使われ方をα）「専門職の職務内容の限定性」

と呼ぼう。この主張は非常に明確である。他方

で「限定性」について、このような記述がある。

　［限定性という概念は、パーソンズから示

唆を受けたが］本書が独自に定義するもので

ある。パーソンズは「限定性」を「無限定性」

との対比で定義していた。それに対して本書

は、無限定性との対比で定義するのではなく、

固有な「生」が持つありとあらゆる側面の全

てを捉えられるわけではないという意味で限
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定性という言葉を用いている。（44）［下線引

用者］

　ここで焦点化されているのはβ）「『生』の固

有性に比した限定性」であり、これはいわば「他

者性」の概念に相当する。また著者はパーソン

ズの「限定性」と異なり、この意味での「限定性」

は「無限定性」とは対比できない、と述べている。

はたしてα）とβ）は同じことを指しているの

だろうか。著者が示唆を得たとするパーソンズ

の議論を手がかりに考えてみよう。パーソンズ

は医師の限定性について、こう述べている。

　医者の役割定義は、この点で、かれの能力

の限定性のみならず、またかれの正当な関心

領域の限定性にたいしても関係している。能

力の限定性は、主として、比較的に処理しや

すくし、「あまり薄く広げること」によって

能力を破壊しないように、分野の境界を定め

る機能を有している。他方、関心領域の限定

性は、患者との関係を明確にするという機能

を有しており、その結果、その関係を一定

の仕方で規制することができ、破壊的にな

る可能性のある一定の定義の可能的代替物を

排除し、または適切に制御できる。（Parsons 

1951=1974: 450-1）

　このようにパーソンズは、限定性を「患者に

対する能力の限定性」と「関心領域の限定性」

という意味で用いる。これは三井の言う「でき

ること・なすべきこと」すなわちα）職務内容

の限定性にあたる。そして職務内容の「限定性」

の対概念は「無限定性」である。また、著者は

このパーソンズの議論に示唆をえて、専門職が

関心領域を限定することに「戦略的限定化
4

」と

いう概念を与え、「生」の固有性に開かれたケ

アのための HOW であるとしている 8。「職務内

容の限定性」とは、医療専門職が関心を限定す

る「行為」といいかえられる。

　一方パーソンズが焦点をあてていないのは、

β）「『生』の固有性に比して観点が限定的であ

ること」である。これは、「関心領域の限定化」

によっておこなわれた行為が、患者の「生」の

固有性からみれば「限定的」であったという事

態をさす。そして、この意味での「限定性」は

「無限定性」と対比することはできない。なぜ

なら、そもそも観点とは限定的なことを指すの

であり、「無限定な観点」とは語義矛盾だから

である。

　このように両者の性質を分ければ、α）「職

務内容の限定性」とβ）「『生』の固有性に比し

た観点の限定性」が異なる概念であることは明

白である。

　パーソンズの「限定性」と著者の「限定性」

には、患者の観点へのまなざしの違いがある。

パーソンズの「限定性」は、医療専門職の行為

への意味づけであり、患者の観点の存在を経由

せずに成立しうる。それに対し、患者の観点を

経由したうえで医療専門職が反省的に認識する

のが「観点の限定性」である。すなわち、医師

が疾患の治療に関心を限定したときに、患者が

疾患の治癒以上のことを医師に求めていれば、

そのとき医師の観点は「限定的」であり、逆に

患者が疾患の治療しか望んでいなければ、その

医師の観点は「限定的」ではない 9。「観点の限

定性」とは、自分とは異なる「患者の観点」の

存在が専門職によって予期されなければ成立し

ない概念なのである。著者は患者の「生」の固

有性に着目したがゆえに「観点の限定性」を問

題として発見した。これは、パーソンズにはな
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かった視点であり重要な発見である。ところが、

同じ「限定性」という概念にひきずられ、パー

ソンズ流の「限定性」と本書の「限定性」が区

別されないまま定義されていたのだ。

　そして「関心領域の限定化」と、「観点の限

定性」を区別すると、上述の「観点の限定性」

を「無く」すのではなく「乗り越えなければら

ない」という主張の間違いも明らかになる。つ

まり、「無くしてはならない」のは、α）「職務

内容の限定化」であり、「乗り越えるべき」な

のは、β）患者の「生」の固有性に比した観点

の限定性である。前者は対人専門職として必要

とされること、後者は「ケア」提供者として必

要とされていること、ともいえる。

　専門職である限り関心領域を限定しなければ

ならないが、その自分の「限定化」が患者の「生」

からみて限定的であることを認知した場合、で

きる限りその限定的な観点を変えていくべき

だ。本書の趣旨にもとづけば、WHAT はこのよ

うに言い換えられるべきである。

　　　

５　「医療」「看護」と「『生』の固有性」

５－１　仮説WHAT と事例の関係

　以上、「ケア」概念と「限定性」概念の問題

点を明らかにしながら、著者の WHAT を読み

解く作業をおこなってきた。しかし、上述した

ようにこのWHAT は事例分析の前にあらかじ

め設定された「仮説」である。読者は WHAT

の意義を事例分析をとおして再確認する。しか

しこの作業の過程で読者に困難をもたらすの

は、WHAT が導かれた先行研究と、事例分析の

対象の違いである。HOWが探求されるのは、「看

護職」を対象とした分析である。著者はこの事

例分析で医療専門職が「観点の限定性を乗り越

える過程を通じて……より『生』の固有性を重

視した技法や観点」（122）、すなわち「戦略的

限定化」（107）や「ニーズの中間的了解」（119）

という HOW を発見する。一方、WHAT の主語

はあくまで「医療専門職」であった 10。

　医療専門職は医療専門職として社会化され

る過程で、自らのなすべきこと／できること

について限定された職業イメージ──本書で

はそれを限定性と呼んだ──を形成してい

る。それは患者の「生」の固有性に向き合お

うとする「壁」となりうる。（238-9）

　

　これは著者が震災ボランティアの事例やフリ

ードソンのパーソンズ批判から受け入れた認識

であろう 11。しかし、パーソンズの対象は「医師」

である。このWHAT 認識を「看護職」に当て

はめることは適切なのだろうか。逆に、「看護」

の現場において発見された HOW を「医師」に

求めることは適切なのだろうか。ここでは、仮

説WHAT と事例分析のあいだの齟齬に着目し、

著者のHOW分析の限界を明らかにしてみたい。

５－２　看護と「ケア」

　著者がWHAT と HOW の分析において、「医

療専門職」の職種（「医師」「看護職」）の相違

を問わないのは、著者が「生」の固有性への「壁」

として問題視しているのは、専門職がどのよう

な職務内容
4 4 4 4

に関心領域を限定するかではなく、

どのような職種であれ、職業イメージにもとづ

いて内容を限定
4 4

してしまうという事態であるか

らだという（査読会議における著者発言）。し

かし、「生」の固有性に開かれた「ケア」つい

て考える際に、各医療専門職の「職務内容」や「関

心領域」を問わないということは適切なのだろ
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うか。α）限定化する職務の内容は職種によっ

て異なり、それゆえにどのようなβ）観点の限

定性に直面するかも、職種によって異なってく

るのではないだろうか。　　

　事例では、看護職がいかにして「生」の固有

性に開かれることができるのかを模索し、その

技法を獲得する過程が鮮明に分析されている。

一方、看護職の「観点の限定性」や「自明視し

ていた職務」がいかなるものであったのかに関

して、著者の説明は十分ではない。

　著者によれば、看護職が「観点の限定性」を

問い直す契機とは「医療専門職には全くもって

よくわからない患者の行動、あるいは我が儘と

しか見えなかった患者の要望、患者の抱えるど

うしようもない葛藤」（96）などに直面したと

きとされる。この「問題的状況」に直面したと

き看護職は「看護職としての自己、さらにはそ
4 4 4 4 4

れだけにとどまらない自己のあり方について
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、

自明視していたもの」（102）を問い直すという。

では看護職がそれ以前に「自明視していた」観

点とはどのようなものなのか 12。著者は「観点

の限定性」は、「ケア倫理」や「ケア技法」に

もとづく働きかけ（124）の限界と説明する。

しかしそもそも、「ケア倫理」論や「ケア技法」

論という形で表現されてきた看護職のα）職務

内容の定義とβ）観点の限定性は、パーソンズ

が疾患の治癒に限定した医師の観点と同じもの

だろうか。むしろ、「生」の固有性を重視した

職務内容の定義を、看護「ケア」論こそが模索

してきたのではないだろうか。

　たとえば著者によれば、臨床現場で模索さ

れてきた「ケア技法」論とは「患者の抱える

『生』に関する問題群を全てニーズ化していこ

うとするもの」(66) であり、「ケア倫理」論と

は「医療専門職の側が自らの観点を『無』く

し、ただ患者を受け入れることによって、患者

の『生』の固有性に開かれようとすることであ

った」（70）。また、医療社会学者ダニエル・チ

ャンブリスは「ナースはケアをし、医師は治療

をする」（Chambliss 1996=200: 286）というス

ローガンを否定する看護職はほとんどおらず、

「『ケア』とは看護におけるキーワードであり、

ナースが何をもって自らの職務と考えるかを決

定づけるもの」であると言い切る（Chambliss 

1996=200: 85-6）。そして本書において記述さ

れているのも、「ケア」の主体として自己を定

義している看護職のあり方である。著者は「看

護職は、実際に患者の『話を聞く』上でも、自

らが『看護婦』だと意識することが必要だと考

えている」（106）と分析する。

　Ｂ病院の看護職は「患者さんの反応をケア

するのが看護」と述べ、「反応を掴めなけれ

ば看護はできない」と述べる。こうした「看護」

観に基づくがゆえに、「看護婦」としての意

識化は「話を聞く」ことにつながる。（110）

　著者はこれを「『看護婦』であることの意味

内容の問い直し」（110）と呼び、「これは当該

病棟／病院において『看護』がどのように位置

づけられているかに大きく依拠」（111）して

いるが、同時に、「当該看護職が個人として主

体的に定義し直す」（111）ものでもあると説

明する。このように看護職が「看護」独特の職

務内容を引き受けており、それが「生」の固有

性に開かれるきっかけとなっている。こうした

職務内容の定義が、「ケア倫理」論や「ケア技法」

論として表現されている「ケア」観と切り離さ

れているとは考えにくい。

　著者のWHAT 認識は、医師に向けられた専
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門職批判としては適切であろう。しかし、看護

職にあてはめることは適切ではないだろう。看

護職は、「生」の固有性に「開かれる」働きか

けを自らの職務として引き受けてきたのであ

る。そしてこの事実は、本書の「戦略的限定化」

という HOWの有効性にとっても大きな影響を

与える。

　著者は、看護職が「戦略的限定化」をとおし

て患者の「話を聞く」（108）ようになることで、

患者の「生」の固有性に開かれることが可能に

なるという。ここで重要なのは、看護職が患者

の「話を聞く」かどうかは、医療専門職として

どのようなα）「職務内容」
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を選択するかに依

存しているということだ。看護職は「医療」と

は区別される「ケア」を自らの職務として引き

受け、自分なりの「よいケア」のあり方を模索

している。だからこそ、看護職の「戦略的限定

化」は「話を聞くこと」につながる 13。しかし

医師の「戦略的限定化」が同じ行為選択を導く

わけではない。「戦略的限定化」の職務の問い

直しに、患者の拒否的態度の背景を探ることも

含めないと決断した場合には、医療専門職は患

者の「話を聞く」という選択はしない 14。

　このように医療専門職のα）「職務内容」の

定義が、「生」の固有性に開かれるか否かを決

定づけているのだとすれば、医師・看護職・コ

―メディカルがどのような専門職観をもってい

るかによって、「生」の固有性に開かれるため

のHOWがそれぞれ異なってくる。著者自身も、

患者の「話を聞くこと」の重要性を発見するた

めには、病院内の「看護職」の役割期待とそれ

を看護職が内面化していることが条件だと分析

している。看護職の事例で発見した HOW をそ

のまま「医師」に要求しても、それは医師の現

場で発見したWHAT を乗り越えるものにはな

らない。

　著者はWHAT を、ボランティアにおける対

人専門職の事例、医師を対象とした医療専門職

論から導いた 15。他方、HOW を発見する事例

分析においては看護職を対象とした。これらは

確かに「対人専門職」という要素は共通してい

る。しかし、専門職としての観点はそれぞれ異

なる。もちろん、看護職の専門性にもとづく観

点が「生」の固有性への「壁」になる事態もあ

るだろう。しかしそれぞれの専門職は、患者と

どのような場面で接するのか、患者とどれだけ

の時間を過ごすのかなど、異なる職務内容と患

者との関わり方を形成している。どの専門職の

どのような専門性がどの場面において「生」の

固有性への「壁」になるのかを慎重に区別し分

析したうえで、それぞれの HOW 解法を探求す

る必要がある 16。著者の発見はあくまで「看護

職」にとっての有効な HOW なのであり、すべ

ての「医療専門職」の「ケア」に有効な HOW

ではない。

５－３　「看護」の専門性とケア

　もちろん著者が「看護職」ではなく、「医療

専門職」を本書の分析の主語にしたのは、重要

な理由があると考えられる。著者によれば、「対

患者関係からすればしばしば看護職やコ―メデ

ィカルも医師と同様の性格を有する」（48）。こ

れは、専門家である医師に対し、看護職やコ

―メディカルを半専門的だとみなす「半専門職

semi-profession」論に対する批判ともかかわっ

てくる 17。「ケア」の主体は看護職だけでない、

医療専門職はすべて「ケア」の担い手であるべ

きだ。こうした規範的立場から著者は、「看護職」

の「ケア」ではなく「医療専門職」にとっての「ケ

ア」を本書の主題にするという戦略をとったの
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であろう。

　しかし、「ケア」から医師中心の医療システ

ムを捉え直すという本書の意図からいって、

HOW が看護の現場で発見されたことの意味は

明確にされねばならないだろう。これは特に本

書の第４章の存在意義に関わってくる。著者は、

「医師だけでなく看護職やコ―メディカルのニ

ーズの捉え方が生かされることは、患者の『生』

の固有性に開かれる上で、二次的ではあるかも

しれないが、重要な意義を有している」（79）

とし、第 4 章では、看護職やコ―メディカル
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

が従来「医師との関係では自らのニーズの捉え

方が生かせなかったのに対して」（212）、クリ

ニカル・パスの導入によって医師に対して
4 4 4 4 4 4

自律

性を獲得していく過程を明らかにしている。こ

こには、医師中心の従来の医療に対する明確な

批判がこめられている。医師だけでなく看護職
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

のニーズの捉え方が生かされること
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

が重要なの

だ、と。しかしこの主張が説得力を有するのは、

第 3 章の分析をとおして、看護職
4 4 4

の「ケア」に

重要性が与えられているからである。患者の

「生」の固有性に即した「ニーズ」を発見して

いるのが看護職であるからこそ、医師に対して

看護職が発言力をもつことが、「生」の固有性

に開かれた「ケア」につながると著者は主張し

ているのだ。

　だとしたら、まず医学的知識中心の「キュア」

や医師の専門性にもとづく働きかけとは、異な

る「ケア」が看護の現場で発見されたことの意

義を明確にするべきである。

　そのうえで、これら看護職の「ケア」観・「看

護」観は、看護職がおこなってきた看護と医療・

医師との差別化、そして看護の専門性の確立へ

の要求とどのように関係しているのか、など医

療システムにおける看護職の立場と「ケア」が

醸成されてきた文脈にも光をあてるべきではな

いだろうか。

　さらにその先に、「ケア」と看護の専門性の

関係をめぐる論点が浮上してくる。「ケア」は

看護の専門性を特徴づけるものなのか否か。こ

れは重要な問題であるが、本書の記述からはこ

の論点に関して一貫した主張が導きにくい。事

例分析だけみれば「ケア」は看護職だからこそ

できる、と読める。しかし、著者の「ケア」は

あらゆる医療専門職に必要であるという主張か

らは、看護の専門性は「ケア」にはないという

結論が導かれる 18。

　もちろん著者は、「ケア」と看護の専門性の

関係は問わないという立場だとも考えられる。

ではそのとき、医療制度において看護はどのよ

うな役割が与えられるべきなのか。「キュアか

らケアへ」というテーゼから派生してくるこれ

らの論点に対し踏み込んだ記述がないのも、医

療制度における「看護」の位置という文脈に関

する分析が、本書の考察から抜け落ちてしまっ

ているからであろう。

５－４　「ケア」のはらむ限界

　さて WHAT を事例分析に当てはめること

の問題を指摘したが、著者の専門職をめぐる

WHAT 認識を一旦脇において事例分析を読む

と、新たな「根本的問題」がみえてくる。事例

に登場する看護職は、専門職の観点の限定性と

いうより、ケアする／されるという関係に固有

の「限定性」を乗り越えようとしているのでは

ないだろうか。たとえば、著者は「ニーズの中

間的了解」として、患者の「私はガンなんじゃ

ないか」という問いかけに対し、看護職が「イ

エスかノーか」直接答えるのではなく、患者

が「思っているところ」を言う機会を設けるこ
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とへと、ニーズを「翻訳」する過程に言及する

（130）。そして、この例を「患者は直接答える

ことを望んでいる」という患者からみれば限定

的な看護職の認識を、専門職に内在する限界と

して位置づける。しかし「ガンなんじゃないか」

という問に対し「イエスかノーかで答えなくで

は」と思ってしまうのは、彼／女が看護職・医

療専門職だからだろうか。家族や友人やボラン

ティアなら同じ「ジレンマ」（132）には直面

しないといえるだろうか。固有な「生」のあり

とあらゆる側面を認識することが不可能になる

という事態は、いわば「他者性」と呼ばれるも

ので、専門職だけでなく、どのようなケアする

／される関係にも起きることである。

　この問題は、本稿 4 節でみたα）専門職の職

務内容の限定化とβ）「生」の固有性に比した

観点の限定性の区分に関わってくる。先にみた

ように、すべてのβ）観点の限定性が、α）職

務内容の限定化から生じるわけではない。そし

て、この事例で看護職が直面しているのもβ）

の意味での限定性であり、専門性に起因するも

のではない。しかし著者はこの二つを明確に区

別しなかったために、β）の限定性問題も、専

門職に固有な問題として語ってしまったのだ。

　そして、専門職はα）「職務内容を限定化」

した自らの観点を乗り越えることはできても、

固有な「生」に開かれることができないという

意味でのβ）観点の限定性は本質的に乗り越え

ることができない。事例の看護職の「葛藤」が

物語っているのは、このような事態ではないの

か。

　もちろん、本書の対象は「医療専門職」であ

り、こうした論点は本書の射程を超えていると

いう反論もあるかもしれない。しかし著者はあ

くまで本書の主題を「ケア」としているのだか

ら、どこまでが専門職の「ケア」に生ずる問題

なのか、どこからがあらゆる「ケア」に通底す

る問題なのかを明確に区別するべきであっただ

ろう 19。

６　おわりに

　以上、本書の「ケア」「限定性」概念の混乱

に起因するWHAT の内在的問題点と（3 節・4

節）、「看護職」の事例をとおして「医療専門職」

の「ケア」をめぐる根本問題「WHAT」への解

法「HOW」を導き出すという手法が抱える問

題点を考察してきた（5 節）。「ケア」とは、単

なる「他者を支えようとする働きかけ」ではな

く、「『生』の固有性に開かれる働きかけ」であり、

こうした「ケア」のために専門職は職務内容を

限定するだけでなく、患者の「生」の固有性に

比した観点の「限定性」を乗り越える努力をす

るべきだ。医療現場で「キュア」ではなく「ケ

ア」が要求されるにいたった背景には、以上の

ような認識の転換があったといえよう。

　また著者は WHAT の主語を「医療専門職」

としてしまうことで、分析において重要な意味

をもつと思われる医療現場で看護職が置かれて

いる文脈を無化してしまった。各医療専門職は、

「限定性」の内容、「限定性」に直面する場面、

病院内の役割期待も異なり、それぞれ異なる

WHAT を抱えている。そしてそれゆえ「限定性」

をどのように乗り越えるのかその方途（HOW）

も変わってくるはずだ。「『生』の固有性」問題

における「医療」と「看護」それぞれのWHAT

を踏まえたうえで、「望ましいケア」のあり方

を「看護」の現場において発見したことの意義

を明確にすることが、「キュアからケア」への

転換の内実を探るという本書の課題からいって
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必要な手つづきだったのではないか。

　本稿では以上の検討をとおして、「生」の固

有性に開かれた「ケア」、「キュアからケアへ」

の転換における「ケア」の可能性を探る、とい

う本書の問題設定の意義をより明確にするため

の作業をおこなってきたつもりである。本書が、

医療における「ケア」の意義、そして「生」の

固有性と「ケア」をめぐる重要な問題提起をお

こなっていることはいうまでもない。

　もちろんあくまでも「『生』の固有性に開か

れた」「ケア」の内実を定義したり、客観的に

観察し同定することは難しい。完全な意味で患

者の「『生』の固有性に開かれた」状態とは何

かを定義することはできないし、そのような働

きかけをおこなうことは事実上不可能である。

だからこそ、「ケア」をおこなうためには、相

手の「生」の固有性なるものを想像し、できる

限りその固有性に向き合う努力することが必要

だ。これが著者の切実な訴えなのであろう。

　最後に「臨床現場との対話」という著者の企

図にのっとって、残された課題を二つ指摘して

おきたい。著者は「戦略的限定化」や「ニーズ

の中間的了解」という HOW は、従来の「ケア

技法」に還元されないという。では医療専門職

がこうした HOW を獲得、実践できないとき、

誰（何）に対し、どのような変化を要求するべ

きなのだろうか。医療専門職個人に対して何か

を求めるのだろうか。もしそうだとすれば、そ

れは従来の「ケア技法」とどこが違うのか。そ

れとも医療専門職個人には何も要求せず、病院

という制度の変化だけが要求されているのだろ

うか。そうだとしたら、それは「相補的自律性」

の達成だけで十分なのか。

　また「生」の固有性に開かれるこのような「ケ

ア」はいかに評価されるべきなのかという問題

もでてくる。評価基準がない、「熟練／非熟練」

という査定が不可能だとすれば、ケアの質（「よ

いケア」）を保証する根拠はどこに求められる

べきなのか。患者（当事者）によって、質は評

価されるべきなのだろうか。さらに、このよう

な「ケア」は看護・医療の報酬に反映されるべ

きなのか。これらの問いのいくつかの答えはす

でに用意されていると思われる。著者の今後の

議論に期待したい。

注
1 本稿は、著者を招いておこなった書評の査読会議

をへて執筆したもので、本稿の分析はその場での討

論と著者の発言の内容ももとにしている。査読者の

井口高志氏、星加良司氏、そして著者として参加し

ていただいた三井さよ氏に感謝を申し上げたい。

2 2 節は本書の内容説明にあたるので、本書に読ん

だ読者はとばしていただいてかまわない。

3 ここでいう「自律性」は、対患者に対してではな

く対・他医療専門職との関係においてのみ用いられ

ている。さらに著者は「自律性」を、各医療専門職

の職務が重なるときに浮上するものとして用いてい

る（84）。

4 もちろん、「『生』の固有性」自体が曖昧な概念で

あるという批判もあるだろうし、この概念自体の有

効性を検討する必要があるかもしれない。しかし、

本稿ではそこには踏み込まない。誰にもその時、そ

の人にしかわからない感覚や苦しみがある。著者が

「『生』の固有性」という概念を声高に叫ばなければ

ならないのは、そんな当たり前のことが、医療の現

場で見落とされてきたからであろう。ここで重要な

のは、理論的な精密さより「『生』の固有性」とい

う概念でそのことが表現されることであると考える

からだ。
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5 本書の事例分析においてもこうした問題が焦点化

されている。著者によれば「看護職自身が『話を聞

いて』いると思っていても、患者からすればそうで

はないことも多々ありえる」（114）。

6もちろん、「患者が支えられていると感じるとケア」

という表現にも限定が必要である。著者が述べてい

るように「生」が完全な意味で支えられた状態を想

定することは困難である（40）。

7 本稿では後者のケアをカギ括弧付きで「ケア」と

呼ぶ。

8 著者が「限定化」というときには、「能力」では

なく「関心領域の限定性」を指している。

9 対象を要介護老人に限定する（限定化）P 氏の観

点は、避難所の高齢者からみれば「限定性」を有

していたかもしれないが、施設内の高齢者からみれ

ば、このような限定化が「限定性」を有していると

はいえないだろう。

10 本書の「医療専門職」とは、「医者・看護職・薬剤師・

理学療法士・臨床検査技師等様々なコ－メディカル

の総称」（48）を指すとされる。

11 著者はフリードソンのパーソンズ批判をこうまと

めている。「フリードソンによれば…医療専門職は

医療専門職として教育を受ける中で社会化されるた

め、医療専門職が具体的に自らの準拠集団とするの

は医療専門職集団となり、その過程で価値体系とし

て内面化するのも、個々の患者の『生』を支えるこ

とというより他医療専門職との間に共有される価値

になる。それゆえ、患者の固有の『生』を支えるた

めには何が必要かという問いに開かれることは少な

く、医療専門職に共有される価値としてのニーズこ

そが患者のニーズのはずだと考えられるようになる

という」（60-1）。

12 著者は患者の「生」の固有性からみて限定的な観

点だとされているものとして、患者の拒否的態度が

もたらす問題的状況に対し看護職がとる「業務的」

をあげる（102）。これは「患者に対してしなくて

はならない業務にしか関心を示さ」ず、患者を「モ

ノのように扱う」ことで、患者の拒否的態度を無視

することであり、著者はこれを「自らの担うべき責

任を組織上課せられる業務 task だけに限定」（102）

し、「疾患以外の『生』に関わる問題群に対して関

心を持っていないこと」（103）と分析する。確か

に「業務的」態度は、「生」の固有性に比して限定

的な観点であろうが、これは専門職として「自明視

している」職務とはいえない。むしろ、当該の患者

に対してだけ「意図的に」採用している態度である。

13 もちろんこれは一般論ではなく、この「事例」に

おいて言えることである。著者によれば、A 病院や

B 病院の看護職は「患者の固有な『生』をニーズの

中に組み入れることが重要だと繰り返し述べてお

り」、そのための環境作りも一定程度されている病

院である (97)。

14 さらに「問題的状況」の成立にも、患者からみた

看護職への役割期待が関わっている。問題的状況を

生み出すのは、看護職に「いいよ、ほっといてくれ

よ！」と怒鳴りつける患者や「ヒステリックにぶち

当たる」「自分の殻に閉じこもる」患者の態度とさ

れる（99）。しかしはたして、患者は医師にむかっ

て同じように「怒ったり」「拒否したり」するのだ

ろうか。また看護職が問題的状況に対処できていれ

ば、医師にとっては患者のよくわからない行動は、

自らの職務の問い直しの契機ではなく、自己の「責

任の外部」にすぎない。看護と医療の分業が成立し

ている限り、看護職が「問題的状況」とみなす事態

を、同様に医師が「問題的状況」とみなすわけでは

ない。「問題的状況」に直面しないのであれば、そ

こからの解決策を探求する可能性も閉ざされてい

る。

15 著者は看護における「ケア」をめぐる問題につい

て、「ケア技法論」や「ケア倫理論」を論じる際に
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触れていたが、そこでのWHAT には反映されてい

ない。

16　たとえば、看護職よりも患者に接する時間が短

い医師に「ニーズの中間的了解」をおこなうことは

現実に可能なのだろうか。

17 第 2 章の註 13 では、著者はこのように述べてい

る。「［半専門職論は］看護職やコ－メディカルを職

務内容や教育年数などによって本来的・実体論的に

医師より下位の専門職であるとみなす傾向にある。

だが、医療がケア──他者の『生』を支えようとす

る働きかけ──であるという立場に立つなら、看護

職やコ - メディカルが医師より本来的・実体論的に

下位とは言えないはずである」（93）。

18 もちろん、看護の専門職化の動きには、医師には

できないことを自己の職務とすること「医師を反面

教師とする」ものだけではなく、「医師をモデルと
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する」もの（資格の一元化、専門教育を高等教育

のレベルに引き上げること、独自の理論の体系と

それに基づく技術を開発すること、など）」（黒田

1999: 77）もある。しかし著者は「看護師資格の

強化」や「制度化」には懸念を示していることから、

後者にも否定的である。著者は、看護職の「専門

職化」運動が「制度化された技法の高低によって

ケアにおける能力の高低が規定されるはずだ」（69）

という誤認をうみがちだった、と批判している。

19 著者が以上の違いを明確にしえなかった原因の

ひとつは、事例分析の前にWHAT をあらかじめ設

定するという方法をとったことにある。WHAT は

「対人専門職」の事例と医療専門職論から引き出し

たWHAT であったが、事例にはこの枠組みでは捉

えきれない現象も潜んでいたのだ。


